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【担当課】 

第２章 安全で安心できる生活環境の保全  

１．水環境等の保全と対策 

⑴ 水環境の監視、調査の推進 

 ② 油の流出など、水質事故発生時の迅速な対応

 ⑴ 事業目的 

河川等の公共用水域で油流出等の水質事故が発生した場合、その被害を最小限に抑えるため、各

関係機関と緊密に連携し、迅速な対応を行うこととしております。 

⑵ 取組状況 

本県では、河川環境および住民の生活環境の保全のため、油流出等の水質事故があった場合には、

迅速に対処することとしています。 

所属名 問い合わせ先 

（主）河川課 0852-22-5528 


